生活安全
一時救命処置の手順及び救急搬送の手順（例）
⑴　救急搬送と一次救命の手順（例）保護者
学校医
付添
搬送
複数の教職員で急行
救急補助・連絡・記録等
報告
指示
指示
警察や
救急車の
出動要請
急行
※重大な事故等の発生の場合
・関係者からの聴き取り→生徒指導部
・被害者家族への連絡対応→該当学年主任・担任・副担任
・保護者への対応→渉外部
・報道機関への対応→教頭
・安全対策の実施→教頭・教務主任・生徒指導部長・保健厚生部長
・事務総括→事務部
・情報収集・整理→進路指導部
・教育再開準備→教務部・各教科主任
・生徒への指導等→学年担当
・救護活動→保健厚生部
事故対策本部
養護教諭
教職員
必要に応じ
逐次報告
心電図解析
救急隊に引継ぎ、又は普段通りの呼吸や目的のあるしぐさが
認められるまで継続
様子を見ながら応援・救急隊を待つ
呼吸なし又は、死線期呼吸
普段通りの呼吸あり
ＡＥＤ装着
電気ショック必要
電気ショック不要
電気ショック後直ちに
直ちに
報告
近くの教職員又は生徒（119番通報・ＡＥＤ依頼）
人工呼吸
×
２回
胸骨圧迫×３０回
強く（5cm）
速く（100～120回/分）
絶え間なく（中断を最小限）
医療機関
急行
校長
副校長
教頭
状況報告
直ちに設置
保護者
付添者
報告
症状等の説明
教育委員会
指示・指導
反応なし
※通報後は、通信指令員からの指示等を参考に対応
RC蘇生ガイドライン2015より引用
迷う場合は
救急安心センター事業　
＃7119
状況に応じ、発見者が直接通報
協力要請・指示
心肺蘇生などの応急手当
（現場で直ちに）
※判断に迷う場合にも直ちに心肺蘇生を実施
発生した事態や状況の把握、傷病者の症状の確認
（意識、呼吸、出血等）
発見者
一次救命処置

⑵　医療機関・学校医
	診療科
	医療機関名
	電話番号
	住所

	●●
	●●
	
	

	●●
	●●
	
	

	●●
	●●
	
	

	●●
	●●
	
	

	●●
	●●
	
	


⑶　関係機関
	
	機関名
	電話番号
	住所

	交通事故・防犯
	●●警察署
	
	

	火災・救急
	●●消防署
	
	

	公共交通
	●●鉄道
	
	

	
	●●バス
	
	

	
	●●交通
	
	


⑷　ＡＥＤの使用方法
　　※各学校にて整備されているＡＥＤのマニュアルを参考に作成をすること。
	①　ＡＥＤ収納ケースの蓋を開け、電源ボタンを押す。（自動で電源が投入されるタイプのものもある。）
②　音声ガイダンスに従い、電極パットを取り出し、装着部位に貼付する。
③　ＡＥＤ機器による解析が開始される。

	ア　電気ショックが必要
	イ　電気ショック不要

	　ＡＥＤ機器により自動で電気ショック実施する。
	（傷病者に手足が動くなどの反応が見られる）
・回復体位※を取らせる。
・ＡＥＤを装着した状態で救急隊到着まで見守る。
（傷病者に反応が無い）
・直ちに胸骨圧迫開始する。


　　　※回復体位について
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]

	救助者側にある手を横に出しておく。
	傷病者の方と腰に手を当て、静かに横方向に引き起こし、大腿部で傷病者の体を支えながら下あごを前に出して気道を確保する。
	傷病者の上側の膝を約９０度に引き寄せ、傷病者が後ろに倒れないようにする。


（日本赤十字社ホームページより）
⑸　留意点
＜救命措置＞
・意識や呼吸の有無がわからないときは、ない場合と同じ対応を取ること。
・突然の心停止後には「死戦期呼吸」がみられる場合があること。
・119番通報の電話口で指示・指導が受けられるので、必要な場合は電話を切らずに指示を仰ぐこと。
・新型コロナウイルスなどの感染症への対応を行うこと。
・AEDの「小児用電極パッド」や「小児用」切替スイッチは使用しない。小学生以上は成人用を用いること。
＜救急搬送＞
・頭部及び周辺部からの出血や意識障害が認められる場合は、救急搬送を行うことを原則とする。
・救急搬送に迷った場合は、＃７１１９に架電をし、症状等を説明し、救急搬送についての相談を行う。
・被害生徒の生命に関わる緊急事案は、管理職への報告よりも救命処置を優先させ迅速に対応する。
・救急搬送については、保護者の承諾を得ること。
ただし、緊急性が極めて高い場合は、生徒の生命を第一に考え、直ちに救急搬送を実施する。
・学校からの救急搬送については、必ず職員が同乗すること。
・救急車での搬送が困難な場合は、●●による搬送とする。
＜生徒・保護者への対応＞
・事故等の状況や被害生徒の様子に動揺せず、その他の生徒の不安を軽減するように対応する。
・被害生徒の保護者に対し、事故等の概況、けがの程度など最低限必要とする情報を整理した上で第1報を可能な限り早く連絡する。
＜報告・記録＞
・応急手当を優先しつつも、事故等の発生状況や事故等発生後の対応及びその結果について、適宜メモを残すことを心掛け、対応が一段落した時点でメモを整理する。
・応援に駆けつけた教職員に対し、記録担当の役割を指示する。
・被害の詳細や搬送先の医療機関等、ある程度の情報が整理できた段階で第２報を行うとともに、以後、正確かつ迅速な連絡に努めること。


[bookmark: _Hlk216448271]頭頚部外傷が発生した場合の初期対応（例）
コンタクトスポーツ（ラグビー、柔道、サッカー等）や回転運動、飛び込みを伴う競技を行う場合、転倒や投げ技で投げられて、地面や畳に頭部を強打したり、脳が激しく揺さぶられたりすること（加速損傷）により、「脳振盪」「急性硬膜下血腫」「頚髄・頚椎損傷」等を引き起こす可能性がある。
特に頭部打撲の場合、その後6時間ほどは急変の可能性があることから、帰宅後の家庭での観察が必要なことにも留意する。
⑴　頭頚部外傷発生時の対応（例）重度意識障害
□ 開眼できない
□ 話すことができない
□ 明らかな運動麻痺
□ 痙攣
□ 繰り返す嘔吐
□ 強い首の痛み
□ 四肢の痛みやしびれ
□ 異常感覚
□ 力が入らない
□ 頭痛、めまい、吐き気
□ ものが二重に見える
□ 時、場所、人が正確に分からない
□ 打撲前後のことを覚えていない
□ 混乱や興奮状態
□ 普段と違う行動パターン
□ ふらつき
119番通報
ＡＥＤの手配
心肺蘇生の開始
ＡＥＤの使用
速やかに医療機関を受診
（脳神経外科・救急科）
全く異常がみられない場合に限り、プレー等可能
救急隊の到着を待つ
呼吸、体動等を再評価
脳震盪の診断
もしくは疑い
呼吸の確認
（頸部の安静に留意）
脳震盪症状
あったが
すぐに回復
意識障害の出現
悪化し動けない
プレー等の中止
保護者に連絡し、家庭でも観察
症状が出現すれば速やかに受診
頚髄・頸椎損傷
あり
なし
頭頚部外傷発生

⑵　指導計画を作成する上での確認事項
校長は、安全指導の徹底について教職員の共通理解を図る。
顧問教員は、外部指導者及びコーチと連携し、以下の確認事項を踏まえた上で適切な指導計画を作成し、計画的に実施する。
・活動目標を明確にした上で、事故発生要因となりうる以下の危険要因を十分に見極め、指導計画に反映する。
①個人（スポーツを実践している人）の要因
②方法（スポーツの方法・内容・仕方等）の要因
③環境（スポーツの施設、設備、用具、自然条件、社会環境等）の要因
④指導・管理（スポーツの指導方法・内容、管理体制等）の要因
・生徒の健康状態に配慮した練習日数や練習時間を設定する。
・疲れや体調不良など、日頃から生徒の健康管理に十分配慮する。
・運動種目等の特性を踏まえ、種目特有の危険性に配慮した適切な練習内容を設定する。
・教員顧問等が活動場所に不在の場合は、事故の起きやすい活動内容を避ける。
・大会参加に当たって、以下の点を確認する。
①適切な実施計画を作成し、関係職員や保護者に周知するとともに、参加に対する保護者の承諾を適切な方法で得ているか。
②大会中の生徒の健康管理に配慮しているか。
③移動手段は適切なものであり、安全は確保されているか。
④緊急時の連絡体制（医療機関、学校、保護者）が整備され、確実に機能するかを事前に確認しているか。
顧問教員は、活動方針や活動内容、年間計画について保護者に周知するとともに、日常の活動や生徒の健康状態等の情報交換など、連携を十分に図る。



⑶　生徒への指導事項
顧問教員は、運動部活動を行うに当たって以下の点について生徒に十分指導する。
・基本的に生徒自身が自らの体調を考え、無理をせずに実施していくこと。
・過剰な練習や無理な環境下での練習は、様々な事故の誘引となる危険性がある。
・長時間集中して活動していると判断力が低下してくるため、周囲の生徒が互いの体調を相互管理する。
・自分自身が体調不良（頭痛、吐き気・気分不快等）を感じたときには速やかに顧問教員に伝える。
⑷　事故発生後の対応について
・決してすぐには立たせずに、意識障害の有無等をチェックする。
・意識障害が継続する場合は、直ちに救急車を要請する。
・脳振盪の一項目である意識消失（気を失う）から回復した場合も、速やかに受診し医師の指示を仰ぐこと。
・頭部打撲の場合、その後、６時間くらいは急変の可能性があるため、帰宅後の家庭での観察の必要性を保護者に伝えること。
・頚髄・頚椎の損傷が疑われる場合は、平らな床に速やかに寝かせた後、意識の状態、運動能力（まひ、筋力低下）、感覚異常（しびれ、異常感覚）、呼吸の状態の4つを確認することが必要であり、動かさないで速やかに救急車を要請すること。
・動かすことによって重症にしてしまう危険性があることから、できるだけ救急隊に搬送してもらうこと。
⑸　頭頚部外傷を受けた（疑いのある）生徒に対する注意事項
・意識障害は脳損傷の程度を示す重要な症状であり、意識状態を見極めて、対応すること。
まったく応答がないとき以外にも、話し方や動作、表情がふだんと違うときも、意識の障害が考えられる。意識障害が続く場合はもちろん、意識を一時失うことや、外傷前後の記憶がはっきりしない、頭痛、吐き気、嘔吐、めまい、手足のしびれや力が入らない等の症状があれば、脳神経外科専門医を受診させる。
頭の怪我は、時間が経つと症状が変化し、目を離しているうちに重症となることがあります。外傷後、少なくとも24時間は観察し、患者を1人きりにしない。
・頭部を打っていないからといって安心はできない。意識が回復したからといって安心はできない。
脳の損傷は、頭が揺さぶられるだけで発生することがある。また、意識が回復した後でも、急性硬膜下血腫等の重大な出血が脳に起きている可能性がある。
・頚髄・頚椎損傷が疑われた場合は動かさないで速やかに救急車を要請する。
頚部に痛みを訴える、手足の動きが悪い、感覚がない又はしびれる、呼吸がしづらい等の症状がある場合、頚椎や頚髄損傷を起こしている可能性があるため、速やかに救急要請をかけること。
生命の維持には気道確保が最優先であり、意識がない場合は、まず、そのままの位置で呼吸を確認する。
うつ伏せに倒れている場合は、人手が揃うまでそのままの位置で観察します。
・練習、試合への復帰は慎重に。
繰り返し頭部に衝撃を受けると、重大な脳損傷が起こることがあるため、スポーツへの復帰は慎重にし、段階的競技復帰(GRTP; Graduated Return to Play)に沿って運動を開始します。
必要に応じて脳神経外科医の判断を仰ぐこと。
出典：独立行政法人日本スポーツ振興センター、令和2 年度スポーツ庁委託事業 学校における体育活動での事故防止対策推進事業「スポーツ事故対応 ハンドブック（フローチャート編）」（令和2 年12 月）


実技・実習・実験を伴う授業等の安全確保や留意点（例）
　　本校において、実技・実習・実験を伴う授業等は以下の通りである。該当する学年について〇を付している。
	
	●●科（コース）
	●●科（コース）
	●●科（コース）

	教科
行事等
	１年生
	２年生
	３年生
	１年生
	２年生
	３年生
	１年生
	２年生
	３年生

	体育
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇

	●●
	〇
	
	
	〇
	
	
	
	〇
	

	●●
	〇
	
	
	〇
	
	
	〇
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



※各教科・科目等において定める対処要領、ガイドラインがある場合は、それらを掲載すること。
＜●●＞
〇想定される事故
〇事故防止のための留意点
〇事故発生時の対応
＜●●＞
〇想定される事故
〇事故防止のための留意点
〇事故発生時の対応
＜●●＞
〇想定される事故
〇事故防止のための留意点
〇事故発生時の対応
＜●●科＞
〇想定される事故
〇事故防止のための留意点
〇事故発生時の対応



校外活動での事故発生時の対応（例）
⑴　本校における校外での活動
　　本校における校外活動の実施時期及び内容については、以下の通りである。
	実施日
	行事名等
	行先
	対象学年・組

	●月●日
	校外研修
	●●公園・●●博物館
	１年全クラス

	
	校外研修
	●●センター
	３年全クラス

	●月●日～●日
	修学旅行
	●●県▲▲市、△△県■■市
	２年全クラス

	●月●日～●日
	職業体験
	協力企業●社
	２年生全クラス

	●月●日
	野外実習
	●●自然公園
	１年生〇〇科


⑵　事前の検討・対策
遠足、社会科見学、移動教室、修学旅行、その他の校外活動について、生徒の安全確保の観点から以下の点についての事前の検討・対策を講じることとする。（交通事故の場合は、交通事故発生時の対応に準ずる。）
	活動
	内容

	校外活動全般
	〇校外活動先における地域固有のリスク（津波・土砂災害などの自然災害、その他の事故・災害の危険性）を調査し、これを可能な限り軽減するとともに、想定される事故・災害等が発生した場合の対応を検討する。
〇事前の下見で、現地で被災した場合の様々なリスクや、活動場所近くの利用可能な施設・設備等（AED配置場所、病院・警察署等）を調査するとともに、これを活動計画や活動のしおりに反映させる。
〇訪問先・宿泊先・旅行代理店等関係者との安全確保に関する事前調整を行う。
〇引率教職員間での連絡方法、引率教職員と在校教職員との定期的な連絡の方法について検討する。
〇災害発生時の避難経路・避難場所、情報収集手段等について確認し、全引率教職員間の共通認識とする。
〇津波や高潮等の平素の学校生活の中では想定されない災害に対し、近隣の避難場所、避難経路等を把握し、生徒、教職員、保護者に周知を行うこと。
〇緊急時の連絡体制（医療機関、学校、保護者）を整備し、確実に機能するかを事前に確認する。
〇一人で避難できない生徒への対応について検討する。

	宿泊を伴う活動・食に関係する活動
	〇食物アレルギーをもつ生徒についての情報と緊急時対応について、全ての引率教職員間で共有する。
〇エピペン®等持参薬の管理方法について、確認する（教職員が管理する必要がある場合には引率方法を検討）。
〇工場見学や体験学習など、食に関係する活動があれば、その内容を十分検討する。
〇宿泊先や訪問先施設に対し、食物アレルギー対応態勢、実績、どこまでの対応が可能か等について確認する。その際、食事内容だけでなく、そばがら枕の使用など、触れたり吸い込んだりすることも発症原因になることに留意する。
〇宿泊先や訪問先での食事や活動内容について、保護者と協議をする。
〇万一アレルギー症状が発症した場合に備えて、以下の準備をする。
・エピペン®等持参薬の使用方法の再確認
・搬送可能な医療機関の事前調査
・円滑な治療を受けるため、（必要に応じて）主治医からの紹介状を用意
※注意が必要な活動：調理実習、牛乳パック


⑶　校外活動の携行品 
校外活動引率時の主な携行品は以下のとおりとする。なお、必要に応じて追加することを検討する。
	□ 緊急連絡体制表 　□ 生徒名簿（緊急連絡先を含む） □ 訪問先の地図等（避難経路・避難場所） 
□ 緊急搬送先医療機関の情報 □ 携帯用救急セット □ 携帯電話・スマートフォン □ モバイルバッテリー 
□ 携帯ラジオ端末 □ 笛（危険を知らせるため） 


⑷　校外学習開始時の対策 
校外学習開始時には、以下の対策を講じることとする。 
①現地に到着直後に、引率職員間（必要に応じて生徒も含む）で、緊急時の対処方法を確認する。 
②校外活動開始時に、生徒に対して下記のとおり、活動中の留意事項の指導を徹底する。
・引率教職員の指示をよく聞くこと。 
・一人で行動しないこと。
・集団を離れる場合は引率教職員に申し出ること。 
・（食物アレルギーを持つ生徒がいる場合）弁当のおかずやおやつを交換しない。 
・学校側では、職員室の●●（掲示場所）に、校外活動時間・内容・引率教職員連絡先等を掲示する。




ＡＥＤや担架等の救命機器、器具の設置位置（例）※校内見取り図や配置図を用いてＡＥＤ、担架等の救命救急用具の設置位置を示す事。

防犯カメラや案内看板等の防犯施設・設備の設置位置（例）※校内見取り図や配置図を用いて防犯カメラ、叉又等の防犯用具の設置位置を示す事。


熱中症への対応（例）
⑴　熱中症予防の留意点
	環境の留意点
	直射日光、風の有無
	直射日光の下での活動や風がない状態での活動を避ける。

	
	急激な暑さ
	梅雨明けなど急に暑くなったときには注意する。

	主体別の留意点
	体力、体格の個人差
	肥満傾向の人、体力の低い人には注意する。

	
	健康状態、体調、疲労の状態
	運動前の体調チェック、運動中の健康観察を行う。

	
	暑さへの慣れ
	久しぶりに暑い環境で体を動かす際には注意する。

	
	衣服の状況など
	衣服は軽装で透湿性や通気性のよい素材とし、直射日光は帽子で防ぐ。

	運動中の留意点
	運動の強度、内容、継続時間
	部活動におけるランニング、ダッシュの繰り返しに注意する。また、プールは、暑さを感じにくいが実際には発汗しているため気付かないうちに脱水を起こしやすいことなどが、熱中症の原因になることに注意する。

	
	水分補給　
	0.1～0.2%程度の食塩水やスポーツドリンク等をこまめに補給する。

	
	休憩の取り方
	激しい運動では30分に１回の休憩が望ましい。


⑵　生徒に対する熱中症に関する指導
校長は、各教職員に指示して、生徒に対し以下の指導を行うことにより、熱中症の未然防止に努める。
・暑い日には、帽子を着用する、薄着になる、運動するときはこまめに水分を補給し、休憩を取るなど、熱中症防止のための対応を取ること。
・暑い日の運動前には、「体調チェック表」を用いて自らの体調を確認すること。
・気分が悪い、頭が痛いなど、体調に異変を感じた場合は、躊躇なく申し出ること。
⑶　熱中症への対応（例）意識障害
119番通報
涼しい室内への避難
涼しい場所に運び、衣服を緩めて寝かせる。
水分摂取ができるか
症状改善の有無
経過観察
（当日のスポーツ活動は参加しない）
身体冷却
救急車到着までの間、積極的に体を冷やす。
①氷水・冷水に首から下をつける
②ホースで水をかけ続ける
③濡れタオルを体にあて扇風機で冷やす
※迅速に体温を下げること
医療機関
水分塩分の補給
・スポーツドリンク、経口補水液等の補給
・熱けいれんの場合は、食塩を含んだ飲み物や生理食塩水（0.9%）を補給
あり
(疑いを含む)

なし
できない
できる
改善しない
症状改善
すぐに救急車を要請し、同時に体を冷やす等の応急手当を行う。
熱中症を疑う症状
・めまい、失神
・四肢の筋や腹筋がつり、筋肉痛が起こる。
・全身倦怠感、脱力感、めまい、吐き気、嘔吐、頭痛等
・足がもつれる、ふらつく、転倒する、突然座り込む、立ち上がれない等
出典　独立行政法人日本スポーツ振興センター
令和2 年度スポーツ庁委託事業 学校における体育活動での事故防止対策推進事業「スポーツ事故対応ハンドブック（フローチャート編）」（令和2 年12 月）

⑷　熱中症の処置に必要な物品と保管場所
	物品
	個数
	保管場所

	経口補水液
	●本×●箱
	保健室

	経口補水液
	●本×●箱
	体育教官室

	身体冷却用冷却材
	●包×●箱
	保健室

	身体冷却用冷却材
	●包×●箱
	体育教官室

	氷嚢
	●個
	保健室



⑸　ＷＢＧＴによる諸活動の可否判断の基準
熱中症対策ガイドライン　～学校教育活動における判断と行動の目安～（令和６年５月20日改訂版　岐阜県教育委員会）
校長は、生徒の熱中症を予防するため、必要に応じて担当教職員に指示し、暑さ指数（ＷＧＢＴ）を用いた環境条件の評価を行うとともに、下表に基づいて日常生活や運動の実施可否等に関する判断を下す。　※最新の岐阜県教育委員会からの通知等に依ること。
	活動場所の
乾球温度
	活動場所の
WBGT
	分類
	管理職
	学校行事等の責任者
	担当者
〔学級担任、教科担任、行事担当者等〕

	35℃以上
	危険
33℃以上
	体育・スポーツ活動
(例)体育授業部活動、球技大会、
体育祭、校外活動、合宿等
	〇中止
・スポーツ活動は中止、休止、延期、内容の変更等
・体育授業は活動場所及び内容の変更
	①生徒の健康状態の把握
②ＷＢＧＴ測定器による会場の環境状態の把握
	【教育活動における対応例】
①生徒に対して給水指示の徹底　また、涼しい場所で一定時間休憩するよう指示
②生徒の健康状態の確認、把握
③ＷＢＧＴ測定器による会場の環境状態の確認（ＷＢＧＴ測定器を用いて暑さ指数を活動前、活動中の2回以上必ず測定）
④上記②と③について、管理職又は責任者に状況を報告

	
	
	教育活動全般
(例)始業式、終業式、文化祭、全校集会、講演会等 屋外での活動等
	〇原則、内容の変更又は中止を検討
（例）オンライン等による教室での実施等を指示
	①生徒の健康状態の把握
②ＷＢＧＴ測定器による会場の環境状態の把握
③上記について管理職に報告し、行事等の中止又は内容の変更等について協議
	

	
	危険
31℃以上
	体育・スポーツ活動
(例)体育授業　　部活動、
球技大会、体育祭、校外活動、
合宿等
	〇原則、中止を検討
・スポーツ活動は休止、延期、内容の変更等を指示
・体育授業は活動場所及び内容の変更等を指示
	
	

	
	
	教育活動全般
(例)始業式、終業式、文化祭
全校集会、講演会、
屋外での活動等
	〇原則、内容の変更又は中止を検討
（例）オンライン等による教室での実施等を指示
	
	

	31℃以上
～
35℃未満
	厳重警戒
28℃～31℃
	体育・スポーツ活動教育活動全般
	〇原則、活動時間の短縮又は中止を検討
・環境の状態を変化させる対応を含む
（例）散水等により、グラウンドの温度を下げる等を指示
	①生徒の健康状態の把握
②ＷＢＧＴ測定器による会場の環境状態の把握
③上記について管理職に報告し、行事等の活動時間　の短縮等について協議
	【教育活動における対応例】
①生徒の健康状態の確認
②ＷＢＧＴ測定器による会場の環境状態の確認（ＷＢＧＴ測定器を用いて暑さ指数を活動前、活動中の2回以上必ず測定）
③上記について、管理職又は責任者に状況を報告
＜活動をする上での留意点＞
㋐風通しのよい日陰やエアコンが効いている室内など休憩ができる環境の確保
㋑生徒の直近数日間の健康観察による状況確認、把握
㋒生徒の心身の状況を考慮した運動量（強度・時間）の配慮
㋓状況に応じた休憩時間の確保
㋔熱中症の兆候への注視
㋕状況に応じた水分・塩分の補給
㋖服装（軽装）・装具への配慮

	28℃以上
～
31℃未満
	警戒
25℃～28℃
	
	〇定期的な休息を取り入れる等必要な指示
	①生徒の健康状態の把握
②ＷＢＧＴ測定器による会場の環境状態の把握
③上記について管理職に報告し、行事等での休息の　設定等について協議
	

	28℃未満
	注意
21℃～25℃
	
	〇状況把握に努め適宜必要な指示
	①生徒の健康状態の把握
②ＷＢＧＴ測定器による会場の環境状態の把握
③上記について管理職に報告
	


※教育活動全般 への対応は、WBGT31℃ 以上の対応に準じて行う。部活動における各種大会への参加については、大会主催者の指示に従うこと

⑹　熱中症特別警戒情報及び熱中症警戒情報が発表時の対応（令和６年５月20日改訂版　岐阜県教育委員会）
熱中症特別警戒アラート及び熱中症警戒アラートが発出された際の対応は、以下の通りとする。

	【前日】
・熱中症特別警戒情報（熱中症特別警戒アラート）、熱中症警戒情報(熱中症警戒アラート）

	・熱中症特別警戒情報（熱中症特別警戒アラート）
翌日の岐阜県の情報提供地点23地点全てのWBGTが35℃以上と予測される場合
→前日14：00に発表
・熱中症警戒情報(熱中症警戒アラート）
翌日の岐阜県の情報提供地点23地点いずれかのWBGTが33℃以上と予想される場合
→前日17:00に発表

〔学校対応例］
①熱中症予防情報サイト（環境省）にて、翌日の熱中症特別警戒情報（熱中症特別警戒アラート）、熱中症警戒情報(熱中症警戒アラート）が発表されているか確認
②管理職を中心に翌日の体育・スポーツ活動等の中止（延期、活動時間、活動場所、内容の変更等を含む）及び対応方針を検討
③内容の変更等がある場合は必要に応じて予め、生徒、保護者、関係者へ連絡

	【当日】
・熱中症特別警戒情報（熱中症特別警戒アラート）が発表された翌日
・熱中症警戒情報(熱中症警戒アラート）

	・熱中症特別警戒情報（熱中症特別警戒アラート）
岐阜県の情報提供地点23地点全てのWBGTが35℃以上と予測されると前日14：00に発表されていた場合
・熱中症警戒情報(熱中症警戒アラート）
岐阜県の情報提供地点23地点いずれかのWBGTが33℃以上と予想される場合、当日5:00発表

〔学校対応例］
①熱中症予防情報サイト（環境省）にて、熱中症特別警戒情報（熱中症特別警戒アラート）、熱中症警戒情報(熱中症警戒アラート）が発表されているか確認
②管理職を中心に体育・スポーツ活動等の中止（延期、活動時間、活動場所、内容の変更等を含む）及び対応方針を検討、確認
③内容の変更等がある場合は必要に応じて、生徒、保護者、関係者へ連絡
④熱中症警戒情報(熱中症警戒アラート）が発表されても活動場所の暑さ指数（WBGT）は環境によって大きく異なるため、担当の教職員は、活動前、活動中の2回以上必ずWBGT測定器を用いて暑さ指数（WBGT）を測定


＜ＷＢＧＴ測定について＞
　・体育の授業
使用する施設において担当者が、授業の開始前及び授業開始後に、２０分経過した際に測定を実施
測定した結果を記録簿に都度記入する。
　・部活動
　　各部活動の顧問が、活動開始前、活動開始後３０分経過した際に測定を実施
　　測定した結果を記録簿に都度記入する。
　・測定の結果に応じ、「⑸　ＷＢＧＴによる諸活動の可否判断の基準」に従った対応をとる。
　・体育館、運動場を使用しない部活動においても、活動場所のＷＢＧＴは適切に測定を行うこと。


アレルギー疾患への対応（例）
⑴　アレルギー対応委員会の設置と学校全体の組織的な取組
校長を責任者とし、下表の関係者で組織するアレルギー対応委員会を校内に設置する。同委員会では、校内の生徒のアレルギー疾患に関する情報を把握し、日常の取組と事故予防、緊急時の対応について協議し情報を共有する。取組プランや緊急時のマニュアルを作成する際には、医師が作成した管理指導表に基づき話し合いを進める。
	委員長
	校長
	対応の総括責任者

	委員
	教頭
	校長補佐、指示伝達、外部対応※校長不在時には代行

	
	教務主任
	教頭補佐、校内連絡、指示伝達、外部対応

	
	養護教諭
	実態把握、主治医や学校医と連携、事故防止

	
	●●担当教諭
	実習の安全管理、事故防止

	
	保健主事
	教務主任・主幹教諭・養護教諭・栄養教諭等の補佐

	
	関係学級担任・学年主任
	安全な給食運営、保護者連携、事故防止


⑵　食物アレルギー対応に関する教職員の役割分担
日々の取組に関する教職員の役割分担は以下のとおりとする。
	校長
副校長
教頭
	・校内の食物アレルギー対応のすべての最高責任者
・県教育委員会等の方針の主旨を理解し、教職員に指導する。
・食物アレルギー対応委員会を設置する。
・個別面談を実施（マニュアルに定められた者と一緒に行う）する。
・関係教職員と協議し、対応を決定する。

	全職員
	・食物アレルギーを有する生徒の実態や個別の取組プランを情報共有する。
・緊急措置方法等について共通理解を図る。
・学級担任が不在のときサポートに入る教職員は、学級担任同様に食物アレルギーを有する生徒のアレルギーの内容等を把握し、同等の対応ができるようにする。

	学級担任
	・食物アレルギーを有する生徒の実態や個別の取組プラン、緊急措置方法等について把握する。
・個別面談をマニュアルに定められた者と一緒に行う。
・決められた確認作業（指さし声出し）を確実に行い、誤食を予防する。
・他の生徒に対して、食物アレルギーを正しく理解させる。

	養護教諭
	・食物アレルギーを有する生徒の実態把握や個別の取組プラン、緊急措置方法等（応急処置の方法や連絡際の確認等）を立案する。
・個別面談をマニュアルに定められた者と一緒に行う。
・食物アレルギーを有する生徒の実態を把握し、全教職員間で連携を図る。
・主治医・学校医・医療機関との連携を図り、応急措置の方法や連絡先を事前に確認する。


⑶　配慮が必要な活動における対応
全教職員は、飲食だけでなく、ごく少量の原因物質を吸い込んだり触れたりすることでもアレルギー症状を起こす生徒がいることを念頭に「取組プラン」に基づく対応を実施する。特に配慮が必要な活動については以下のとおり。
※該当するアレルギー物質については、下表に追記をすること。
	配慮事項
	内容

	調理実習
	家庭科の授業で鶏卵、牛乳、小麦などを使った調理実習が行われる際にそれらの食物アレルギーを有する生徒に対する配慮が必要になる。

	卵
	卵の殻自体には鶏卵タンパクは含まれておらず、触っても問題ないが、割った直後には生の鶏卵タンパクが付着しており、卵白が付着した殻への接触により顔面の腫脹など症状を起こす可能性がある。

	そば
	・そば打ちは、そば粉と小麦粉をふるいにかけて練るところから始まる。ふるいにかけるときに、そば粉が宙を舞って吸い込んだり、練るときに皮膚に触れたりするため、そばアレルギーの生徒にとっては注意が必要である。

	小麦
	・小麦粘土での造形をしたりするとき、粘土に含まれる小麦が皮膚に接触することによりアレルギー症状を来すことがある。
・小麦アレルギーの生徒が在籍する場合には、粘土の原料にも留意すること。
・うどん打ち体験も小麦アレルギー児にとって問題になることがある


⑷　当事者以外の生徒に対する説明 
アレルギー疾患の生徒への取組を進めるに当たっては、他の生徒からの理解を得ながら進めていくことが重要である。その際、他の生徒に対してどのような説明をするかは、他の生徒の発達段階などを総合的に判断し、当事者である生徒及び保護者の意向も踏まえて決定する。 
また、学校教育全体を通じて、食物アレルギーを有する者への配慮等を含むアレルギーについての基本的な理解を促す指導を行う。
アレルギー疾患発生時の対応・ただちにエピペン🄬を使用
・救急車を要請
・その場で安静にする。
（立たせたり歩かせたりしない）
・その場で救助を待つ。
（「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン要約版」（文部科学省等　平成27 年2 月）他より）
発見者＝観察者
・生徒から離れず観察
・助けを呼び、人を集める
・緊急性の判断
・エピペン🄬、内服薬、ＡＥＤ持参の指示
教員間の役割分担
準備
□緊急時の対応の準備
□エピペン®の準備
□ＡＥＤの準備
連絡
□救急車の要請
□管理職への連絡
□保護者への連絡
記録
□観察の開始時期
□エピペン®の使用時間
□５分ごとの症状
□内服薬を飲んだ時間
その他
□その他の生徒への対応
□救急車の誘導
呼びかけに反応が無く、呼吸が無ければ心肺蘇生を行う。
・内服薬を飲ませ、エピペン🄬を準備する。
・速やかに医療機関を受診
（救急車の要請も考慮）
・５分ごとに症状の変化を観察
・内服薬を飲ませる。
・少なくとも１時間は５分ごとに症状の変化を観察し、改善が見られない場合は、医療機関を受診する。
全身
呼吸器
消化器
目・口
鼻
顔面
皮膚
□ぐったり
□意識もうろう
□尿や便をもらす
□脈が触れにくい
□唇や爪が青白い
□数回の軽い咳
□のどや胸が絞めつけられる
□声がかすれる
□犬が吠えるような咳
□息がしにくい
□持続する強いせき込み
□ぜーぜーする呼吸
□我慢できない腹痛
□繰り返しの嘔吐
□中程度の腹痛
□１～２回の嘔吐
□１～２回の下痢
□軽い腹痛（我慢できる程度）
□吐き気
□顔全体の腫れ
□まぶたの腫れ
□目のかゆみ、充血
□口の中の違和感、のどの腫れ
□くしゃみ、鼻水、鼻づまり
□軽度のかゆみ
□数個の蕁麻疹
□部分的な赤み
□つよいかゆみ
□全身にひろがる蕁麻疹
□全身が赤い
いずれか一つでも当てはまる
アレルギー症状がある（食物の関与が疑われる）・原因物質に触れた（可能性を含む）・原因物質を食べた（可能性を含む）



⑸　エピペン®の使用方法
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	ケースのカバーキャップを開け
エピペン® を取り出す。
	オレンジ色のニードルカバーを
下に向け、利き手（打つ方の手）
”グー”で握って持ち替えない。
	青い安全キャップを外す。
	太ももの外側にエピペン®の先端（オレンジ色の部分）を軽くあて、“カチッ”と音がするまで強く押しあてそのまま５つ数える。
	エピペン®を太ももから離しオレンジ色のニードルカバーが伸びているかを確認する。
	打った部位を10秒間、マッサージする。


[image: ]　　　〇介助者がいる場合
介助者は太ももの付け根と膝をしっかりと抑え、動かないように固定する。
　　　〇注射する部位
　　　　衣類の上からも打つことができる。
　　　　太ももの付け根と膝の中央部で、かつ真ん中（下図Ａ）よりやや外側に注射する。

　　　〇エピペン使用後
　　　　救急隊を通じて医師に使用済みのエピペンを渡す。

（「食物アレルギー緊急対応マニュアル（岐阜県教育委員会　体育健康課）」より作成）

不審者への対応（例）
⑴　不審者への対応退去を求める
・複数の職員での対応を基本とする。
・危害を加えるおそれはないか、凶器を持っていないかを確認する。
・相手に対応するときは、相手が手を伸ばしても届かない距離を保つ。
・毅然とした態度で対応し、不審者に背を向けない。
・生徒がいる場所に不審者を向かわせない。
・不審者の様子によっては、校外に退去したとしても警察に通報。
・退去後も、しばらくの間は複数の教職員がその場で様子を見る。
・校門等を閉め、再度の侵入を防ぐ。
・警察や教育委員会に連絡。
・パトロールの強化や近隣の学校や●●自治会に情報提供を行う。
【教科担任・ＨＲ担任】
生徒の避難誘導
暴力の抑止と被害拡大の防止
・暴力を抑止するために多くの教職員で防御する。
・凶器の所持を想定し、対象者の動きに注意し、丁寧に落ちついて対応。
・警察の到着を待つ。
不審者の移動阻止
●●室に案内して隔離することを試みる。
警察への通報警察による不審者の確保
退去した
退去しない
警察への通報
・退去しない場合は不審者とみなして警察に通報する。
・全教職員に周知する。
・生徒を避難させるかどうかの判断をする。
・警察官を案内する教職員を決めておく。
全校への周知（放送による）
　生徒の恐怖心をあおらないようにする。
●●室への隔離
・複数の教職員で案内する。
・案内の際は、対象者の横を歩くこと。
・対象を先に部屋の奥へ案内する。
・教職員は入口近くに位置する。
・不審者と教職員が１対１にならないようにする。
・●●室の出入口の扉は開放しておく。
案内に従う
案内に従わない
安否確認
生徒の点呼
不明生徒の有無の確認
避難場所
●●の場合：授業場所で待機
●●の場合：●●●●へ移動
●●の場合：●●●●へ移動
生徒の避難の必要あり
威圧的・暴力的な言動
ア　関係者以外の学校への立ち入り
Ａ
校門、防犯カメラ、施設管理、案内看板での来校者の確認
・●●及び●●に設置の防犯カメラにて、来校者の確認を行う。
・●●及び●●に来校者向けの受付場所の案内を掲示する。
・不審な人物を発見したら、校内に侵入していることを周囲の職員に知らせる。
・複数名でその場に赴き、声をかけ、用件を尋ねる。
・教職員に用事がある場合は、氏名や教科、分掌等を答えられるかを確認する。
・保護者の場合は、生徒の学年などが応えられるかを確認する。
・１階の外部に通じる昇降口などに受付の場所を明示し、誘導を行う。
Ｂ
来訪者への誘導案内及び指示、通行場所指示
・受付にて名簿に氏名、用件を記入名のうえ、来校者用名札の交付を受ける。
・来校者用の名札を着用していない人物に対し、受付をさせ、名札の着用を求める。
Ｃ
入り口での確認
・用件及びアポイントメントの有無を確認する。
・対象となる教職員に訪問者の氏名、用件を伝え、応対の可否を確認する。
・保護者の場合は、入学時に配布した来校者カードの提示を求める。
所持していない場合は受付にて、受付簿に氏名、生徒名を記入させる。

立ち入りの正当な理由
保護者への引渡し
生徒の避難の必要なし



⑵　校門及び校舎入口の管理学校への第一報
・現場（含病院等）に急行し、情報収集と整理
・教育委員会への第一報と支援要請
・未通報の場合110番通報
・近くの地域のボランティア等への支援要請
【負傷者がいる場合】
・未通報の場合は119番通報
・負傷者の保護者への連絡
・未通報の場合は119番通報
・負傷者の保護者への連絡
・安全確保までの生徒の保護と保護者への引渡しや下校（通学経路等における生徒の把握・対応）
・地域住民・保護者・地域のボランティア・警察・教育委員会等への支援要請
・必要に応じ、教職員等による緊急防犯パトロール
状況に応じて警察・教育委員会に通報及び地域のボランティア等と連携した防犯対策の強化
緊急対応必要
緊急対応不要
負傷者
あり
なし
不審者の確保
あり
なし
事後対応
　登下校時における緊急事態が発生した場合には、事態が収束した後、生徒の心のケアを行うとともに、情報を整理し調査、報告を行い、再発防止につなげる。
・いつ、どこで、誰に、どのようなことが
・110 番通報したか
・負傷者はいるか
・119 番通報したか
・周囲にほかの生徒はいるか
イ　登下校中の不審者対応の例

通常授業日の校門管理は、以下を基本とする。
校長は、各学級担任を通じ、これを生徒及び保護者に周知するとともに、登下校時間の遵守を徹底させる。
	時間等
	生徒・教職員
	来校者

	開門時間
●時●●分～●時●●分
校舎出入り口解錠時間
●時●●分
	・生徒は●●または●●から登校する。
・施錠担当教職員が、●時●●分に解錠し、●時●●分に施錠する。
・生徒は遅刻した場合、正門横の通用口から登校する。
	常に正門横の通用口を使って出入りする。

	授業中
	生徒・教職員ともに正門横の通用口を使って出入りする。
	

	放課後
●時●●分～●時●●分
校舎出入り口施錠時間
●時●●分
	・●●時●●分に正門等を解錠する。
・●●時●●分に校舎の出入り口を施錠する。
・●●時●●分に正門等を施錠する。
・最終残留者は、退勤時に正門を施錠する。
	


⑶　生徒の安全確保の留意点
・不審者に対峙した教職員は、生徒から注意をそらさせ、不審者を生徒に近づけないようにする。
・教職員の応援を求める際には、警報装置、通報機器防犯ブザー、校内放送等を用いること。
・応援に駆けつける場合は、さすまたや防護用盾、長いものさしや傘等の防御に役立つものを持ち駆けつけること。
・生徒や教職員が負傷した場合には、すぐに「119番」に通報して救急車を要請する。
・逃げ遅れた生徒の有無を把握する。
・生徒の安否確認、出席している生徒の確認、避難場所にいない生徒の所在の確認、逃げ遅れて隠れている生徒が安心できるような声を出しながら捜索を行う。
・集約した情報は、負傷者や行方不明者を探す教職員全員の目につくようにする。
・負傷者が複数の場合に、誰が、どこで、どういう状態かという情報を救急隊に正確に伝える。
・負傷の程度、搬送された病院、付き添っている教職員を全体で共有する。
・全ての生徒と教職員の無事が確認されるまでは「負傷者がいない」という判断をしない。
⑷　事後対応
・不審者の暴力行為等により、生徒や教職員が死傷する事故等があった場合は、速やかな情報の整理と提供、保護者等への説明、報告書の作成や災害共済給付請求などを行う。
・暴力行為を目撃して強い衝撃を受け、心が傷ついたと見られる生徒に対しスクールカウンセラーの要請を行う。

不審物や犯罪予告への対応（例）不審電話の入電
（気付かれないように留意しつつ）
・周囲の職員に不審電話入電の合図
・受話器のスピーカーをＯＮ
・録音機能がある場合は録音開始
・（ナンバーディスプレイ対応機）
発信元の電話番号の確認
校長（副校長・教頭）※不在の場合は代行者
不審物の発見
不審物には手を触れない。
生徒を遠ざける。
発見場所への立入禁止等の措置
警察
県教育委員会　学校安全課
生徒・教職員・保護者

生徒
教職員
保護者
登校前
自宅待機
避難場所へ集合
緊急連絡メール（すぐーる）にて対応を連絡
在校中
・避難場所への集合



・保護者への引渡し
・授業中の場合は、担当クラスの生徒を避難場所に誘導
・集合した生徒の確認
・帰宅確認

登下校中
①登下校中の生徒
帰宅を原則とする。
②校内にいる生徒
・避難場所へ集合
・保護者への引渡し



避難場所への集合
登校した生徒への指示

避難場所　①●●●　②●●●　③●●●
※教職員による校内の捜索・点検は行わない。
電話対応
＜内容の聴き取りと記録＞
・性別、年齢、声等の特徴
・犯行予告の時刻、場所、対象
・動機、要求
・（爆発物などの場合）
形状や仕掛けた場所
通報
指示等
通報
指示等

＜留意点＞
・不審物に対しては、決して手を触れない。
発見場所をロープで囲む等して、立ち入りや接触ができないようにする。
・不審な郵便物には、必要以上の人間で触れることはしない。クリアファイル等に入れ警察が到着するまで保管をする。
・爆破予告があった場合は、予告された時刻に、校舎内に残留している者がいないようにする。


Ｊアラートへの対応（例）
⑴　Ｊアラート発表時の対応
弾道ミサイルが発射され、日本に飛来する可能性がある場合は、Jアラート等による情報伝達が行われる。
Jアラートにより国から緊急情報が発信されると、●●市の防災無線にて情報が伝達される。
また、携帯電話等にもエリアメール・緊急速報メールが配信されるため、情報を受信した場合は、速やかに以下の対応をとる。避難行動
Ｊアラート（弾道ミサイル発射情報・避難の呼びかけ）
【屋内にいる場合】
③できるだけ窓から離れ、できれば窓のない部屋に移動する。
④床に伏せて頭部を守る。
※換気扇等を停止、窓を閉める、目張りをするなどを行う。
【屋外にいる場合】
①近くの建物の中や地下に避難し、床に伏せて頭部を守る。可能であれば頑丈な建物が望ましいが、近くにない場合はそれ以外の建物に避難する。
②近くに避難できる建物がない場合は物陰に身を隠すか、地面に伏せて頭部を守る。
日本に落下する可能性あり
日本の上空を通過
日本の領海外に落下
屋内避難解除
不審なものを発見した場合には、決して近寄らず、直ちに警察、消防や海上保安庁に連絡
直ちに避難の呼びかけ（例）
「直ちに避難。直ちに避難。直ちに建物の中、又は地下に避難してください。ミサイルが落下する可能性があります。直ちに避難してください。」
落下場所等についての情報
追加情報があるまで屋内避難を継続
追加情報
ミサイル通過情報
落下場所等の情報


⑵　対応の例
	
	ミサイル発射
	ミサイル通過、領海外に落下
	国内に落下

	登校前
	自宅待機
屋外にいる場合は、①②
屋内にいる場合は、③④
	安全確認後、通常通登校
	・臨時休校又は授業開始時刻の変更を原則とする。
・国又は県からの指示に従う。

	登下校中
	自宅、学校のいずれか近い方又は近隣の建物内に避難
屋外にいる場合は、①②
屋内にいる場合は、③④
	安全確認の後、登校
	・安全な場所での避難を継続し
待機を原則とする。
・安全確認の後、自宅又は学校、指定避難場所のいずれかに向かう。

	在校中
	屋外にいる場合は、①②
屋内にいる場合は、③④
	安全確認の後、教育活動の再開
	・学校待機を原則とする。
・生徒の安否確認を行う。
・国または県からの指示に従い、引渡し等を決定。





クマ類への対応（例）
⑴　学校における対応
　①誘因物の撤去
	誘因物
	対策

	果樹、公園の樹木
	・不要なものは伐採。伐採が難しいものについては、剪定して管理できるサイズにする、トタンを巻く、電気柵で周囲を囲う。
・落下した果実を放置しない。

	ハチの巣
	・（可能であれば）除去。

	生ゴミ
（残飯、廃油、食用油）
	・●●での屋内保管とし、収集日当日に出す。
・ゴミ集積場にクマが開けることができない構造のゴミ箱やゴミ集積場を導入する。

	コンポスト
	・極力においを抑えるために、定期的に土や腐葉土、石灰、発酵促進剤を投入。
・肉や魚、果物など、強いにおいを放つものは投入を控える。

	発酵食品、ペットフード、ペンキ塗料、有機肥料、家畜・養魚飼料、油かす、燃料など
	・●●での屋内保管とする。
・保管場所にクマが屋内に侵入できないよう●●を設置。

	農作物の放棄残滓
（廃果や野菜くずなど）
	・土中深くに埋める。
・（可能であれば）廃棄場所を電気柵で囲う。

	田畑や果樹園などの農地、
養蜂箱、畜舎、養魚場など
	・（可能であれば）電気柵で周囲を囲う。


クマ類の出没対応マニュアル　改訂版（令和３年３月　環境省　自然環境局）
　②　見通しの確保
　　　・校舎周辺●●の植栽を刈り払い、見通しを良くしてクマ等の隠れ場所を無くす。
　　　・見通しが悪い、クマの出没箇所となる可能性がある場所を図示して児童生徒等に周知をする。
　③　敷地内等への侵入対策
　　　・１階●●、●●の施錠（戸締り）を行う。
　　　・（周辺住民への周知と了解を得たうえで）爆竹、雷管、ロケット花火、朝、夕の放送による追い払い。
　④　クマの出没情報
・生徒の通学範囲における岐阜県警察による安全安心メールや防犯アプリ、県域統合型ＧＩＳ「岐阜県クママップ」によるクマ目撃情報の入手を行う。。
・保護者や登下校中の生徒からの目撃情報があった場合も速やかに全校に共有を行う。
⑵　生徒・教職員の対応
　①　未然防止（クマに遭遇をしないために）
　　　・「クマに遭遇したらどうするか」ではなく、「クマに遭わないようにする」ことを原則とする。
・クマの攻撃から頭部や背部などを守る乗車用ヘルメット、リュックサック、ランドセルを着用する。
・帰り道等で一人にならない。
・声を出したり音を出したりしながら歩く。
・クマに遭ったら、うつぶせになり首の後ろに手を回す防御姿勢をとる。
・クマの移動経路や隠れ場所となる河川敷や藪等に近づかない。
・早朝、夕方の移動には十分な注意を払う。
・クマの足跡、フン等の痕跡を見つけた場合は、近づかず、その場から慌てずに立ち去る。
②　クマに遭遇した際の対応
・大声を出す、走って逃げる、石を投げるなどのクマを刺激するような行動はしない。
・近くに逃げ込める民家、商店、公共施設等があれば避難をさせてもらう。（「クマに注意」（岐阜県環境エネルギ―政策部）より）
図１

・遠くにクマがいることに気が付いた場合：落ち着いて静かにその場から立ち去る。
・近くにクマがいることに気が付いた場合：クマを見ながらゆっくり後退するなど、落ち着いてクマとの距離をとる。
・至近距離でクマと突発的に遭遇した場合：クマによる直接攻撃など過激な反応が起きる可能性が高く、顔面・頭部が攻撃されることが多いため、両腕で顔面や頭部を覆い、直ちにうつぶせになる（図１）などして重大な障害や致命的ダメージを最小限にとどめる。
・食べ物を持っている場合は、持ったまま逃げると追いかけられるため、速やかに捨てる。
・クマ撃退スプレーを携行している場合は、クマに向かって噴射する。※
※クマ撃退スプレーはクマを十分引き付けてから顔に向かって噴射すること。事前に使い方を練習し、いざという時にすぐ使える場所に携帯する。
・親子連れのクマと遭遇した場合は、母グマが攻撃行動をとることが多いことから、速やかにその場から立ち去る。
子グマが単独でいるような場合でもすぐ近くに母グマがいる可能性が高いため同様の対応をとる。

⑶　クマ出没時の対応
①　学校周辺及び敷地内での出没、人的被害の発生時または、被害発生場所と学校が河川等のクマの移動想定経路とつながっている場合
	
	対応
	具体的内容

	登下校時
	①職員間の情報共有・対応会議
	・自宅待機の指示
・授業開始時刻の変更または臨時休校の決定
・保護者による送迎の依頼

	
	②関係機関への連絡
	●●警察署、●●市役所、県教育委員会

	
	③通学経路の安全確保
	警察への巡回の依頼
教職員による校内の安全確認
（周辺の巡回は、職員の安全のため、徒歩や自転車では実施しない）

	
	④保護者及び生徒への連絡
	すぐーるで以下の内容を連絡
・情報の提供（出没・目撃の時刻、場所、頭数等）、学校の対応、登下校時の具体的な注意事項等

	在校時
	①職員間の情報共有・対応協議
	授業時間の短縮や部活動等放課後活動の切り上げ

	
	②生徒の安全確保
	・生徒の所在確認、授業実施場所の確認
・屋内への退避（屋外への移動の禁止）
・校舎一階の出入り口、窓の施錠
・防犯カメラ等による周辺の監視

	
	③屋外での活動制限
	・体育、●●、●●の授業場所の変更
・休み時間の屋外活動の制限（禁止）
・●●で実施する部活動の中止または●●での活動に変更
・安全が確保できるまで、屋外での活動は中止とする。

	
	④関係機関への連絡
	●●警察署、●●市役所、県教育委員会

	
	⑤保護者への連絡
	すぐーるで連絡
※連絡内容は登下校時と同様

	※翌日以降
	①職員間の情報共有・対応協議
	・自宅待機の指示
・授業開始時刻の変更または臨時休校の決定
・保護者による送迎の依頼

	
	②保護者及び生徒への連絡
	翌日の学校の対応を連絡

	
	③学校の環境整備
	・クマの誘因物の除去、植栽の伐採等

	
	※安全が確保できるまで継続


（参考資料　北海道教育庁資料　宮城県教育委員会資料他）
②　校外活動時（郊外研修、●●実習、●●実施時）に出没した場合
・該当場所での活動を中止し、速やかに●●へ避難する。
・学校への連絡（連絡先：校長又は教頭、不在時は生徒指導主事又は教務主任）
・関係機関への連絡を行う。
・市町村関係部局（●●課）又は●●署による安全確認ができるまでは該当場所での活動は実施しない。
③　生徒居住地、通学経路にクマが出没した場合
・人的被害が発生した地区に居住する生徒の登下校は、保護者による送迎を原則とする。
・クマの出没により通学に不安がある生徒は、自宅待機とし、必要に応じオンラインでの学習支援を実施する。
⑷　クマ出没時の連絡経路学校周辺でのクマの出没
【消防】
119番
【●●署】
××-××××
【警察】
110番
【●●署】
××-××××
県教育委員会
学校安全課
058-272-8578
保護者・生徒
●●市●●課
××-××××
●●教育事務所
地域担当生徒指導主事
学校
【報告事故の例】
・出没（目撃）日時、場所
・頭数、大きさ
・負傷者の有無
・現在のクマ状況
（捕獲、駆除、逃走、滞留等）
自宅待機・授業開始時刻の変更・送迎依頼等
負傷者あり
学校の対応
負傷者の有無
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